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令和３年度生駒市放課後児童クラブ施設整備・運営事業者選定に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務概要 

（１）目的 

全国的に少子化傾向が進行している中で、生駒市では就労家庭の増加や核家族化

の進行などの要因により放課後児童クラブの需要が年々増加し、入所希望者が増加し

ている状況が続いている。また、放課後の子どもたちの過ごし方に対しても、従来の育成

支援だけではなく、ニーズが多様化している。これらの状況に対応するため、本市では

「生駒市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、育成支援の提供体制の確保に取り組

んでいるところであり、このたび、放課後児童クラブの受入拡大とニーズ対応を行うため

に、放課後児童クラブを整備・運営する事業者を公募により選定する。 

 

（２）業務内容 

① 放課後児童クラブ施設の整備 

     「生駒市放課後児童クラブ施設整備・運営事業者選定に係る公募型プロポーザル

実施要領」で定めた、施設及び運営に関する条件を満たす放課後児童クラブ施設

を整備する。 

② 放課後児童クラブ施設の運営 

     令和３年度中に整備した放課後児童クラブを運営する。 

 

（３）募集対象地区 

  放課後児童クラブ施設を整備・運営する地区は、以下のいずれかとする。なお、記載の

順番は優先順位の高い順である。 

   ア 生駒台小学校区域 

   イ 鹿ノ台小学校区域 

   ウ 真弓小学校区域 

   エ あすか野小学校区域 

   オ 市が紹介する施設が位置する地区 

   ※ただし、送迎サービスにより上記ア～エ区域の児童を受け入れる場合は、他所でも

可とする。 

 

（４）募集対象及び募集数 

  次の方式により運営する放課後児童クラブのいずれかを１箇所 

  ① 施設提案方式 

    事業者が施設を確保して運営する方式 

  ② 施設紹介方式 

生駒市が紹介する施設を賃借又は購入して運営する方式 
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○紹介する施設について 

賃借する場合の賃料は、月３０万円程度を想定しているが、条件等により変更

することは可能とする。事業者に決定後、施設所有者等（代理人を含む）と直接協

議することとする。 

    ○紹介する施設の現場説明会について 

     ・開催日時 令和３年１０月５日（火） 午前１0時から 

     ・参加人数 各事業者２名以内 

     ・参加申込 現地説明会参加申込書【様式７】に必要事項を記入の上、令和３年１０

月１日（金）の午後４時までに、持参又は電子メールで生駒市教育こど

も部こども課に提出すること。 

          [電子メール] child-welfare@city.ikoma.lg.jp 

      紹介する施設の場所等の詳細は、申し込みのあった事業者に直接通知する。       

      

      ※生駒市では、空き家の流通を促進するため、不動産流通関連団体と連携した

「いこま空き家流通促進プラットホーム」を設立し、空き家に関する情報を提供し

ている。 

 

（５）業務期間 

① 施設の整備に関しては、令和３年１２月１５日までに整備工事に着手し、令和４年４

月１日までに開所すること。 

② 施設の運営に関しては、開所から少なくとも１０年程度は継続して運営すること。 

（開所後、社会情勢の変化等により、１０年程度継続して運営することが困難な 

場合は、生駒市と協議を行うこととする。） 

２ 応募資格 

応募できる者は、次に掲げる事項を全て満たすものでなければならない。 

（１）施設提案方式 

① 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項に規定する放課後児童健

全育成事業を、児童福祉法、生駒市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例（以下「条例」という。）及びその他関係法令を遵守して適

正に運営できる法人であること。 

② 地方自治法施行令（昭和２２年政第１６号）１６７条の４の規定に該当しないこと。 

③ 本市から入札参加資格の停止の措置を受けていないこと。 

④ 納付すべき税を滞納していないこと。 

⑤ 生駒市暴力団排除条例（平成２３年生駒市条例第２９号）第２条に定める暴力団若

しくは暴力団員の統制の下にない、又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係

を有しないこと。 

⑥ 本市の既存の放課後児童育成クラブと連携を図るなど、本市の教育・保育行政に

積極的に協力できること。 
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⑦ 保護者との交流を図り、保護者の意見を運営に反映させる努力を行うこと。 

⑧ 保護者及び地域との信頼関係を築けること。 

⑨ 放課後児童健全育成事業を実施する施設について貸与を受ける場合は、賃借権

を設定し登記すること。ただし、以下に該当する場合など、安定的な事業継続が見

込まれる場合は賃借権の登記を行わないことができる。 

・ 貸主が地方住宅供給公社又はこれに準ずる法人、その他信用力の高い主体であ

る場合 

（２）施設紹介方式 

① （１）施設提案方式の①～⑨と同様とする。 

② 決定後、速やかに施設所有者等（代理人を含む）と協議を行った上で、施設を賃借

又は購入し、施設開設に向けて内装等の改修を行える者であること。施設を賃借又

は購入できない場合は、決定を無効とする。 

 

３ 施設の条件 

（１）施設提案方式 

① 条例第５条、第６条及び第９条で定める設備の基準を満たしていること。 

   ② 建物が建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の新耐震基準を満たしていること。建

物が昭和５６年５月３１日以前に建築確認を受けている場合は、耐震調査を実施し問

題がないものまたは耐震補強済みのものであること。 

   ③ 建築基準法、消防法（昭和２３年法律第１８６号）、その他関係法令の要件を遵守して

いること。 

    ※建築基準法に基づく検査済証を添付してください。検査済証がない場合は、「検査

済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査の

ためのガイドライン（平成２６年７月２日 国住指第１１３７号）に則った指定確認検査機

関による適合状況調査の結果、適法に施工済みであることが確認できる書類を添付

してください。 

 （２）施設紹介方式 

   条例第５条、第６条及び第９条で定める設備の基準を満たしていること。 

 

４ 運営の条件 

（１）定員規模 

年平均１０人以上を継続して受け入れできるようにすること。 

（２）入所対象児童 

生駒市内在住で、原則として保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学

している児童 

（３）開所日 

   月曜日から金曜日 

（祝祭日及びお盆（８月１３日～８月１５日）、年末年始（１２月２９日～１月３日）は除く） 
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   （土曜日等の開所については、運営側の独自裁量による） 

（４）開所時間 

平日の開設時間が平均３時間以上、学校授業の休業日については８時間以上 

（５）職員配置 

   条例第１０条の規定を満たしていること。 

（６）運営方法 

   放課後児童クラブ運営指針（平成２７年４月厚生労働省策定）を参酌すること 

（７）その他 

   長期休暇期間のみの利用希望があれば、市内全域を対象として受け入れること。なお、

長期休暇期間のみを利用する児童については、送迎を必須としない。 

※長期休暇期間とは以下の期間を示す 

      夏期休暇：７月２１日～８月２４日 

 冬期休暇：１２月２４日～１月６日 

     春期休暇：３月２５日～４月５日 

 

５ 補助金等関係 

（１）生駒市放課後児童クラブ開所準備費補助金交付要綱 

（２）生駒市民間放課後児童健全育成事業補助金交付要綱 

（１）（２）それぞれに基づく額を上限として補助する。ただし、国、奈良県及び生駒市の各年

度の予算成立状況によって交付の可否が決定されるものとする。 

※令和４年３月３１日以前に開所されても、令和３年度分の生駒市民間放課後児童健全育 

成事業補助金は交付されないものとする。 

※上記の補助金関係については、変更になる場合がある。 

※補助金請求時には、事業実績報告書の提出が必要である。 

※状況によっては、事業実績報告書の内容を確認するために現地調査を行うことがある 

ので留意すること。 

 

６ 質問の受付及び回答 

（１）提出期限 令和３年１０月１５日（金）午後５時まで（必着） 

（２）提出方法 別添の質問書【様式８】により、電子メールで提出すること。 

          提出先：child-welfare@city.ikoma.lg.jp 

            ※これ以外の方法で提出された質問に対しては回答しない。 

（３）回答日  （１回目）令和３年１０月１３日（水）午後３時 

         （２回目）令和３年１０月１８日（月）午後３時 

（４）回答方法 生駒市公式ホームページに掲載   

 

７ 提出書類 

（１）提出書類 
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① 生駒市放課後児童クラブ施設整備・運営事業者応募書類【様式１】 

② 事業者概要書【様式２】 

③ 放課後児童クラブ・幼稚園・認可保育所・幼保連携型認定こども園・ 

学習教室・スポーツ教室等施設運営実績【様式３】 

④ 事業計画書【様式４】 

⑤ 職員配置計画書【様式５】 

⑥ 資金収支計画書【様式６】 

⑦ 施設整備に関する見積書 

⑧ 施設の計画図面 

⑨ その他の添付書類 

 ・事業者の決算書類（貸借対照表及び損益計算書）（３年間分） 

 ・法人税の申告書 別表、勘定明細書を含む一式（税務署の受付印があるもの）の写

し（３年間分） 

 ・法人監査報告書（ある場合） 

 ・法人登記謄本または法人の履歴事項全部証明書 

 ・定款または寄付行為の写し 

 ・現場管理者（予定者）の履歴書（任意様式） 

 ・各種マニュアルや対応方針（育成支援、保健衛生、緊急時対応、苦情対応等） 

 （運営している放課後児童クラブ施設等の資料、または今回の放課後児童クラブ施

設における案があれば添付） 

 ・法人印鑑登録証明書 

 ・最新の法人市町村民税の納税証明書（法人の本社・本店所在地の市町村のもの） 

 ※事業所開設後、申告納付期限が到来していないため、「納税証明書」が発行され

ない場合は、「法人開設届」の写しを提出すること。 

 ・預金残高証明書 

 ・土地登記簿謄本及び建物登記簿謄本（施設提案方式のみ。ただし、安定的な事業

計画が見込まれる施設を賃貸借する場合は不要） 

 ・建物の建築確認済証及び建築検査済証の写し 

 ・新耐震基準を満たしていることを証明する書類 

（２）必要部数 

    提出書類の部数は８部（原本１部・副本７部）とし、Ａ４版を原則とする。 

 

８ 提出期間等 

（１）提出期限 令和３年１０月２２日（金）午後４時まで（必着） 

  なお、提出日は事前にこども課まで連絡して調整すること。 

（２）提出場所 生駒市教育こども部こども課（市役所２階１９番窓口） 

（３）提出方法 持参によること。（郵送では受付しない） 

上記の提出期限、提出場所、提出方法が適合しないものは受付しない。 
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９ 審査方法等 

（１）第１次審査（書類審査） 

     提出された事業計画その他内容について審査し、一定の基準点に達した事業を選考

する。ただし、応募が４事業以下の場合は、第１次審査を省略し、提出書類の審査及び

プレゼンテーション・ヒアリングによる第２次審査を実施するものとする。 

     実施日：令和３年１０月下旬予定  

（２）第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリングによる最終審査） 

     第１次審査により選考された者に対し事業計画についてのプレゼンテーション及びヒ

アリングを実施し、下記 10 で示す審査基準に基づいて評価するとともに、最も優れて

いる事業を選定する。 

     実施日：令和３年１１月９日（火） 

     出席者：３名以内とする。（プレゼンテーションの内容について質疑応答を行うので、

質問に対応できる方が出席すること。） 

（３）審査結果の通知・公表 

     審査結果については、応募者全員に対し書面で通知するとともに、結果の概要等に

ついて、応募者が特定されない方法により生駒市ホームページで公表する。 

 

１０ 審査基準及び配点 

  プロポーザルは以下の審査基準により審査する。 

 （１）事業者の概要       ６０点／２５０点 

 （２）整備計画         40点／２５０点 

 （３）事業内容        １5０点／２５０点 

 

１１ 日程（予定） 

内   容 時   期 

公示 令和３年９月２７日（月） 

紹介施設現地説明会 令和３年１０月５日（火） 

質問書の提出期限 令和３年１０月１５日（金） 

質問への回答 （１回目）令和３年１０月１３日（水）  

（２回目）令和３年１０月１８日（月） 

応募受付締切 令和３年１０月２２日（金） 

第１次審査 令和３年１０月下旬  

第２次審査 令和３年１１月９日（火） 

選定結果の通知・公表 令和３年１１月中旬 

 

１２ 失格事項 
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   応募者若しくは提出された書類が、次のいずれかに該当する場合は、その応募を失格と

する。 

（１）応募書類及び添付書類が要件に適合しないもの 

（２）第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）に出席しなかったもの 

（３）虚偽の申請を行い、応募資格を得たもの 

  

１３ その他留意事項 

（１）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（２）応募書類に虚偽の記載をした場合は、応募書類を無効とする。 

（３）応募書類は返却しない。 

（４）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、応募者の負担とする。 

（５）生駒市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象となる。

ただし、応募者が事業を営む上で、正当な利益を害すると認められる情報は不開示とな

る場合がある。 

（６）提出書類等は返却しない。 

（７）ヒアリング審査では、放課後児童クラブ施設整備・運営事業者プロポーザル審査委員会に

出席し、事業概要の説明を行うこと。 

（８）別途、書類の提出依頼には協力すること。 

（９）事業者に決定した場合は、施設整備及び放課後児童クラブ運営にあたり、本実施要領に記

載した諸条件や関係法令を遵守するとともに本市の指導に従うこと。また、放課後児童クラ

ブの整備に係る地元との合意形成等については、事業者において責任をもって行うこと。 

（１０）事業者に決定後、申請内容に虚偽等があったと認められるとき、又はその他の事情により、

適切な育成支援事業の実施が困難と認められるときは、決定を取り消すことができるものと

する。この場合、事業者はすでに要した費用の弁済を求めることはできない。 

（１１）決定した事業者は、本件に係る権利を第三者に譲渡することはできない。ただし、正当な

事由により生駒市が認めた場合はこの限りではない。 

 

 

１４ 担当部署（提出・問合せ先） 

   生駒市役所教育こども部こども課  担当：長西、野口 

   〒６３０－０２８８ 生駒市東新町８番３８号 

ＴＥＬ：０７４３－７４－１１１１（内線６７６） 

E-mail：child-welfare@city.ikoma.lg.jp 

      （執務時間：土・日曜日、祝日を除く８：３０～１７：１５）     
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